
アライグマにご注意ください！！
　近年、市内各地でアライグマなどの中獣による農作物や家屋などへの被害が多数寄せられています。これらの動物
は天敵が少なく雑食性で、繁殖力も高いため、今後さらに被害が拡大する恐れがあります。被害防止のため、皆さん
のご理解とご協力をお願いします。

アライグマってどんな動物？

〇 農作物や庭木の果実が食い荒らされる
〇 天井裏に巣を作り、大きな足音が聞こえたり、
　 悪臭がする

どんな被害があるの？ 被害を防ぐには？
① 餌となるものを減らす！
　〇 未収穫の農作物や落果実などを放置しない
　〇 生ゴミは屋外に放置せず、ゴミ箱などに入れる
　〇 ペットの餌（食べ残し）は速やかに片付ける
　〇 餌付けは絶対にしない
② 住める場所を減らす！
　〇 家屋への侵入を防ぐため、家の基礎部分の通風口や屋根
 　　の継ぎ目などはしっかりふさぐ
　〇 隠れ場所をなくすため、雑草の刈り取りや庭木の剪定
　　 を行う

　アライグマなどは「鳥獣保護管理法」で規制されており、
市の許可なく捕獲することは法律違反（１年以下の懲役または
100 万円以下の罰金）となります。また、アライグマは「外来
生物法」により飼育が禁止されています。
　市では捕獲に必要な講習会を実施していますので、農林水産
課鳥獣害対策室（☎ 73-8033）へご相談ください。

縞模様の尾
出典：環境省

〇身体的特徴 ※特定外来生物
・全長：約 40 ～ 65cm
・縞模様の尾
・灰色の体
・目の周りの黒い模様
・白いヒゲ

使途事業
令和７年度 令和６年度までの

基金残高 基金総額
件数 寄付金額 積立額 基金取崩額

① あわら市にお任せ ２万
4,530 件 

8 億 6,545 万
5,200 円

8 億 6,545 万
5,200 円

夜間タクシー
待機事業補助金 など

基
金
事
業
推
進
経
費
※
1

4 億 4,556 万
2,029 円

2 億 6,879 万
6,670 円

6 億 9,373 万
9,094 円　 福井県共同窓口受入分 ３件 18 万円 18 万円

　 基金利子 など ー ー 486 万
9,253 円

② 子育て支援・教育および
　 保健福祉の充実

1 万
2,224 件 

4 億 6,050 万
1,000 円

4 億 6,050 万
1,000 円

中学校体育館空調
整備事業 など

3 億 4,724 万
4,766 円

4 億 7,585 万
8,970 円

5 億 8,911 万
5,204 円

③ 産業振興・DX および
　 地域活性化の推進 2,767 件 9,192 万

5,100 円
9,192 万
5,100 円

観光まちづくり推進
体制整備事業 など

1 億 7,290 万
9,878 円

4 億 5,585 万
863 円

3 億 7,486 万
6,085 円

④ 環境保全および快適で
　 安全安心な地域社会の構築 3,646 件 1 億 1,053 万

6,900 円
1 億 1,053 万

6,900 円 公園管理経費事業 など 7,015 万
2,379 円

7,463 万
9,997 円

1 億 1,502 万
4,518 円

⑤ 文化・芸術および
　 スポーツの振興 1,162 件 3,792 万

3,600 円
3,792 万
3,600 円 図書館管理経費事業 3,738 万

5,001 円
2,290 万
3,500 円

2,344 万
2,099 円

合　計 4 万
4,332 件

15 億 6,652 万
1,800 円

15 億 7,139 万
1,053 円 10 億 7,325 万 4,053 円 12 億 9,805 万円 17 億 9,618 万

7,000 円

　市では、ふるさと納税を「ふるさとあわらサポート基金」として受け付けています。令和 7 年度は、15 億 6,652
万 1,800 円のご寄付をいただきました。心からお礼申し上げます。
　このうち 10 億 7,325 万 4,053 円は、同基金事業推進経費と、寄付金の使途に沿ったまちづくり事業の推進に
活用させていただきました。その結果、基金残高は 17 億 9,618 万 7,000 円となります。今後も、より多くの皆
さんに市を応援いただき、よりよいまちづくりにつなげていけるよう、取り組みを推進していきます。

問合せ　市民協働課 ふるさと納税推進室　☎ 73-8003

ふるさとあわらサポート基金（ふるさと納税） の 状況 をお知らせします

※ 1 使途事業ごとの寄付金額に応じて取り崩しを行っています。

農地の区分 賃借の状況
（10 アール当たりの賃借料）

田

第
１
地
域

・重義、番田、田中々、堀江十楽、布目
・轟木、新田、東善寺、谷畠、上番、根上り、仏徳寺、中番、下番、玉木
・河間、宮前公文、北本堂、角屋、中浜、新、古、坂ノ下、新用、馬場
・北稲越、伊井、古屋石塚、桑原、清間、南稲越、河原井手、池口
・南疋田、北疋田、次郎丸、御簾尾

全賃貸借件数　　  898 筆
   平均賃借料　16,792 円
　うち最高額　20,000 円
　うち最低額　  5,569 円

第
２
地
域

・舟津、二面、牛山、国影、井江葭、横垣
・北潟東、北潟西、赤尾　・矢地、菅野
・中川、東田中、瓜生、北野、北、前谷、笹岡、熊坂、畝市野々、牛ノ谷
・滝、青ノ木、宮谷、高塚、蓮ケ浦、細呂木、指中、沢

全賃貸借件数　　  609 筆
   平均賃借料　  8,453 円
　うち最高額　13,000 円
　うち最低額　  3,000 円

第
３
地
域

・浜坂、波松、城、番堂野　・千束　・下金屋、上野
・東山、後山、清滝、鎌谷、椚、権世、権世市野々
・山室、清王、山西方寺、柿原、山十楽、坂口、橋屋、樋山　・吉崎

全賃貸借件数　　  371 筆
   平均賃借料　  9,122 円
　うち最高額　10,000 円
　うち最低額　  4,520 円

畑 坂井北部丘陵地

全賃貸借件数　　  163 筆
   平均賃借料　  9,580 円
　うち最高額　11,950 円
　うち最低額　  5,000 円

※ 使用貸借など、特別な事情による貸借や、地域の平均と比較して著しく高額な賃貸借は除外しています。
※ 賃借料に用水費などの費用を含めるかどうかは統一されていません。当事者間の協議により定めてください。

農地の賃借料情報農地の賃借料情報
　令和7年１月から 12月までの１年間における農地の賃借料は、以下のとおりでした。
　この「賃借料情報」は、あくまでも参考として提供するものです。実際の貸し借りの際には、圃

ほじょう
場条件など

を踏まえた上で、当事者間の話し合いにより賃借料を決定してください。

問合せ　農業委員会事務局（農林水産課内）☎ 73-8024

あわら市男女共同参画ネットワークの取り組みあわら市男女共同参画ネットワークの取り組み
　あわら市男女共同参画推進ネットワークは、男女共同参画の推進を目的に活動している団体です。市内企業を訪問
し、職場における男女共同参画の状況を把握するとともに、各企業の特色ある取り組みを市民の皆さんに紹介してい
ます。今回は、福井鋲螺株式会社を訪問し、総務担当者に企業の男女共同参画の取り組みについてお話を伺いました！

今回の訪問企業：福井鋲螺株式会社今回の訪問企業：福井鋲螺株式会社
【企業紹介】【企業紹介】
　1959 年に創業し、独自に開発した冷間
鍛
たんぞう

造技術により精密金属部品を製造する、
全国でも有数のものづくり企業です。

【企業の取り組み】【企業の取り組み】
　社員が成長し豊かな人生を送るため、公私のバランスを重視
し、ライフスタイルに応じた支援や休暇制度を充実させ、「ワーク・
ライフ・バランス」を推進しています。2025 年には、正社員
のテレワーク推進や多様な働き方の整備、正社員の短時間勤務
制度の創設、男性育休の推進などが評価され、「プラチナくる
みん認定」を取得しました。

企業訪問を終えて企業訪問を終えて
　制度を整えるだけでなく、実際に活用される環境づくりに
力を入れている点が印象的でした。育児休業は取得が広がる
中で職場の理解が進み、現在は自然に利用できる雰囲気が整って
いると感じました。介護との両立についても働きやすさや企業
価値の向上につながる重要な取り組みだと感じました。（S）

　福井鋲螺は平成 29 年に続いて訪問しましたが、育児休業
取得促進や介護との両立支援など、変化に対応した取り組み
が進められていると感じました。今後も関係機関と連携しな
がら、男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいきます。（T）

総務担当者：女性管理職Ａさん総務担当者：女性管理職Ａさん
　育児支援が非常に充実しています。育児短時間勤務
については通常３歳までですが、当社では子どもが小

学校就学の始期に達するまで短時間勤務が可能です。最近は、
フルタイム勤務でフレックスを活用して働く人も増えています。
　また、ユニークな取り組みとして「こども参観日」を実施して
います。社員の子どもたちを会社に招待し、親（社員）の働く
様子を実際に見てもらうことで、理解を深めてもらう交流イベ
ントです。普段とは違うお父さん、お母さんの姿に触れながら、
親子で楽しい時間を共有できます。私も実際に子どもを招待し、
こども参観に参加しました。

総務担当者：女性管理職 B さん総務担当者：女性管理職 B さん
　育児支援に加え、介護支援の整備にも取り組んでい
ます。家庭ごとに状況が異なるため、相談時には丁寧

に話を伺い、制度や働き方を提案しています。また、「何から始
めればよいか分からない」との声を受け、昨年は仕事と介護の
両立支援セミナーを開催し、相談先や事前準備を案内しました。
さらに、長期休暇を最大 2 週間に拡充し、初年度の有給休暇も
15 日に引き上げ、プライベートの充実と仕事の意欲向上を図って
います。

（男女共同参画ネットワーク） 8899


